
 診療報酬改定により令和 6 年 6 月からの加算について  
医療情報取得加算 

当院は、オンライン資格確認システムを導入している保険医療機関です。 

マイナンバーカード保険証利用を通じて診療情報を取得することにより、質の高い医療の提供

に努めています。正確な情報を取得・活用するために、マイナンバーカード保険証の利用にご

協力をお願いいたします。 

 

初 診 時  

マイナ保 険 証 利 用 なし  3 点  

マイナ保 険 証 利 用 あり  1 点  

紹 介 状 あり       1 点  

 

再 診 時  

マイナ保 険 証 利 用 なし  2 点  

マイナ保 険 証 利 用 あり  1 点  

紹 介 状 あり       1 点  

 

一般名処方加算 

一般名処方（薬剤の商品名ではなく有効成分を処方箋に記載すること）によって特定の医薬

品の供給が不足した場合でも、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。医薬品の供

給状況を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を十分に説明します。 

明細書発行体制等加算 

当院では医療の透明化や患者様への情報提供を推進する観点から、領収書発行の際に明

細書を発行しています。発行を希望されない方は受付へその旨をお申し出下さい。 

外来後発医薬品使用体制加算 

当院では後発医薬品（ジェネリック医薬品：先発医薬品と同じ成分を含み、同じ効果が期待で

きる医薬品）の使用に積極的に取り組んでおり、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の

代替品の提供や用量・投与日数の変更などの処方変更に関して適切な対応を行います。 

時間外対応加算１ 

当院では、地域医療の支援や勤務医の負担軽減（軽症患者さんが救急病院を受診し、重症

患者さんの診療を妨げることを防ぐ）ため、時間外の電話相談に応じることができるように努力

しています。診療中の病気で症状が悪化した場合はｓ、診察券記載の携帯電話へご連絡くだ

さい。電話が受けられない場合は留守番電話に病状をお知らせください。応答可能になりまし

たらコールバックいたします。 

この加算は、当院に外来受診される方すべてに算定されます（受診時間は関係ありません） 

注意点 

1) しばらく来院されていない方や初めての方には電話対応していません 

2) .2)時間外の電話診療に対する診療報酬がかかります。 


